
（様式 2） 
令和  年  月  日  

 

広 島 市 長  様 

 

 

（団体の事務所所在地又は代表者宅住所） 

〒   
   

（団体名） 

 

  （代表者［役職、氏名］） 

 

  （団体又は代表者の連絡先） 

 

    

公園施設設置許可申請に係る副申書作成依頼書 

 

下記の公園において、公園活用による地域コミュニティ活性化支援事業に基づく自動

販売機を設置したいので、公園施設設置許可申請に係る副申書の作成をお願いします。 

 

記 

１ 自動販売機を設置する公園の名称、住所 

 

                 

 

２ 添付書類 

⑴ 自動販売機設置計画書（様式２－１） 

⑵ 団体の総会（役員会）の議決証明書 

団体として自動販売機を設置し、かつ、その収益の全てを団体の活動費に充当するこ

とがわかるもの。 

⑶ にぎわいづくり活動実施報告書（様式２－２） 

⑷ 自動販売機の設置に係る誓約書（様式２－３） 

⑸ 団体規約  

⑹ 構成団体名簿 

※ 町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場合 

 



（様式 2-1） 

自動販売機設置計画書  

１ 自動販売機を設置する団体、公園等の名称、住所 

設置団体：                公園名称：        公園住所：   

２ 設置する自動販売機の概要 
自
動
販
売
機
事
業
者 

事業者名      

連絡先    

担当者職氏名    

緊急連絡先    

設置期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

電源引き込み先 公園 ・ 集会所 ・ その他（   ）） 

設置場所 

自動販売機から１００
ｍの範囲と、その範囲内
の自動販売機も図示す
ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動により想定される問題点と対応策 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

３ 収支計画                         （単位：円） 

区分 項 目 予算額 決算額 差引額 
備 考 

（収支内訳） 

収
入 

         

     

収入計    ①   

支
出 

         

     

支出計    ②   

収支差額（町内会一般会計への繰出額） 

収入①（      円）－ 支出②（      円）＝ 繰出予定額   円 

 



（様式 2-1） 

４ 周辺の自動販売機（設置する自動販売機から概ね１００メートル以内のもの） 

番

号 
設置者等の住所・氏名 設置場所 説明結果 説明日 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



（様式 2-2） 

にぎわいづくり活動実施報告書 
 

１ 実施団体 

団体名：   

代表者：   

 

２ 実施した公園の名称、住所 

名称：   
住所：   

 

３ 実施したにぎわいづくり活動 

イベント名 イベント概要 イベント内容 

 

実施期間 

令和   年  月   日  

 

 

 

 

～ 

令和   年  月   日 

使用許可番号 
広島市指令    第    号 

令和  年   月   日 
（参加人数   名） 

 

実施期間 

令和   年  月   日  

 

 

 

 

～ 

令和   年  月   日 

使用許可番号 
広島市指令    第    号 

令和  年   月   日 
（参加人数   名） 

 

実施期間 

令和   年  月   日  

 

 

 

 

～ 

令和   年  月   日 

使用許可番号 
広島市指令    第    号 

令和  年   月   日 （参加人数   名） 

 

実施期間 

令和   年  月   日  

 

 

 

 

～ 

令和   年  月   日 

使用許可番号 
広島市指令    第    号 

令和  年   月   日 
（参加人数   名） 

※ 使用許可書の写しを添付してください。 



（様式 2-3） 

令和  年  月  日  

広 島 市 長  様 

 

自動販売機の設置に係る誓約書 

 
別添の計画書のとおり、         公園にて自動販売機の設置を行うに

当たり、下記の事項を遵守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 当団体は、自動販売機の設置に当たり、次の事項を行います。 

⑴ 設置に先立ち、同様の品を販売する周辺店舗等に事前に説明し、設置について了

解を得ます。 

⑵ 発生したゴミの処分及び現状復旧は、当団体の責任において行います。また、公

園等の美観を維持するため、清掃美化活動に積極的に取り組みます。 

⑶ 相談・苦情について確実に対応できる次の担当者を配置し、真摯に対応します。 

担当者氏名     連絡先    

⑷ 法令等を遵守するとともに、信義に従い誠実に行動します。 

⑸ 設置許可期間中に、街区公園の指定管理者又は街区公園清掃等報奨金制度活用団

体でなくなること、その他自動販売機の設置に係る要件を満たさなくなるときは、

すみやかに撤去し、原状復旧します。 

⑹ 次年度の自動販売機の設置要件であるにぎわいイベントの実施実績が要件を満た

さないなどのため、次年度の許可を申請しないこととなった場合は、許可期間終了

までに、撤去し、原状復旧します。 

⑺ 自動販売機の設置に起因する、事故や損害等の全ての責任を負います。 

 

２ 当団体は、次のいずれかに該当する者はいません。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２項に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同項第６号に規定する暴

力団員（以下「暴力団員」という。） 

⑵ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定

による公表が現に行われている者 

⑶ 暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者 

 

３ 本活動は住民主体のにぎわいづくり活動の活性化と地域コミュニティ活動財源の

確保による地域コミュニティの活性化を目的としたものです。 

  本活動により得られた収益（繰出し額）については、全額を本団体の活動費に充

て、地域コミュニティの活性化の目的に使用します。 

（団体名）               

 

（代表者［役職、氏名］）         

  ※ 氏名は団体の代表者が自署してください。 



 

 

 

 

議 決 証 明 書 

 

 

令和  年  月  日開催の          において、地域コミュニティ活動財源の確

保による地域コミュニティの活性化のため、          の活動として、    

      の敷地内に自動販売機を設置し、本活動により得られた収益（繰出し額）の全

額を本団体の活動費に充て、地域コミュニティの活性化の目的に使用することについて、可

決承認されました。 

また、本制度の趣旨と設立の経緯及び注意事項について、総会で確認しました。 

 

 

令和  年  月  日 

 

              団体の所在地                 

 

団体名                     

     

代表者（役職、氏名）                    

※ 氏名は団体の代表者が自署してください。 



【申請団体の皆様へ】 
 

本制度の趣旨と設立の経緯及び注意事項 
（必ずお読みください） 

近年、人口減少や高齢化の進展等に伴い、地域コミュニティの希薄化や街のにぎわい
の低下が課題となっており、本市においても、持続可能な地域社会の実現には地域コミ
ュニティの活性化が急務であると考えています。 
本制度は、地域コミュニティ活性化のため、街区公園等の使用条件の緩和を行うもの

です。市内各地に偏在なく設置されてきた街区公園等は、地域コミュニティの身近な公
共施設として、日々利用され、時には地域のお祭り等の催物を行う場所として活用され
てきました。 
街区公園等は「人々のレクリエーションの空間、良好な都市景観の改善、都市の防災

性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流空間の確保」（国土交通

省）を目的に設けられた都市公園（公共財産）であり、その活用は公共性・公益性を持
ったものである必要があります。そのため、特定の企業・個人が一時的にでも占有した
り、営利活動を行って利益を得ることは、原則許可してきませんでした。 
しかしながら、この度、地域住民の財産であり地域コミュニティの最も身近な拠点で

ある街区公園等において、自分たちの大切な拠点として公園清掃活動を定期的に行い、
イベント等を一定以上開催することで地域の賑わいを創出する町内会等に対し、地域活
動に係る財源確保を目的に、自動販売機を設置する場合、これに係る規制を緩和するこ
ととしました。 
本制度では、原則、自動販売機の販売利益のうち、町内会等が得る全ての収益を、町

内会等の活動費に充てることで対象とし、町内会等に代わって自動販売機を設置・運営
する特定の企業等（ベンダー）が、行う商行為を特別に認めています。 
これは、これまでの公園活用の考え方を抜本的に変更し、企業や個人などが商行為に

より利益を得ることによる公共性・公益性の低減よりも、その利益の一部を町内会等に

還元し、町内会等がそれを原資として地域コミュニティの活性化を図ることにより得ら
れる公共性・公益性を優先したためです。 

 
しかし、特定の企業や個人の利益のために町内会等が不正に利用されてはいけません。

不審な企業の商売に加担することとなっていないか、収益のスキームは妥当なものとな
っているか、特定の者が不正に利益を独占していないかなど、公平な収益獲得や獲得方
法の公共性・公益性の確保等について、皆さんが納得できるような公共財産の使い方と
なるよう、町内会等の総会や役員会でしっかりと計画を話し合い、地域の総意として議
決を行ってください。この過程が地域コミュニティの活性化へも繋がりますので十分検
討を行うようお願いいたします。 
また、公共財産を使用して、特定の企業や個人が利益を得ることによる、様々なトラ

ブルが想定されます。地域コミュニティ活性化のため、本制度の趣旨や本質を十分に理

解した上で活用し、住民主体のにぎわいづくりと地域コミュニティ活動財源の確保を進
めていただけるようにお願いいたします。 
なお、本制度を活用した活動について近隣住民等から疑義が生じた場合は、主催者で

ある町内会等が、活動計画の公共性・公益性を丁寧に説明し、理解を得てください。 
最後に、計画と異なる活動を行ったり、公共性・公益性を失った活動を行うなど、公

園を公共財産として適切に使用していないことが判明した場合は、ただちに許可を取り
消し、悪質な場合は今後一切許可しませんのでご承知置きください。 

 



（様式 2-4） 

 

自動販売機収支報告書 

 

区分 項 目 予算額 決算額 差引額 
備 考 

（収支内訳） 

収
入 

             

     

収入計    ①     

支
出 

             

     

支出計    ②     

 

収支差額（町内会一般会計への繰出額） 

収入①（      円）－ 支出②（      円）＝ 繰出額   円 

 

自動販売機に係る収支決算について、上記のとおり報告します。 

なお、繰出額については、 

          の活動費に全額充当したことを証明します。 

令和  年  月  日                

※ 団体の代表者が自署してください。 

 

※ 上記の内容のわかるもの（団体の会計報告など）の添付に代えることも可 

 ※ 自動販売機設置に伴い、毎年度収支報告が必要です。 

 

 ☐ 本活動内容を広島市のホームページで紹介するなどの広報を希望します。 

※ 設置状況や活用状況の写真等を提供願います



（様式 2-4） 

自動販売機 電気使用量 報告書 

 

検針月 検針値 
自動販売機の 

電気使用量 

４月当初       

４月末       

５月末       

６月末       

７月末       

８月末       

９月末       

１０月末       

１１月末       

１２月末       

１月末       

２月末       

３月末       

計     

自動販売機用電気メーター写真 

 

 

 

 

 

４

月

当

初 

 

４

月

末 

 

５

月

末 

 

６

月

末 

 

７

月

末 

 

８

月

末 

 



（様式 2-4） 

自動販売機用電気メーター写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１

２

月

末 

 

１

月

末 

 

２

月

末 

 

９

月

末 

 

１

０

月

末 

 

１

１

月

末 

 

３

月

末 

 



（様式 2-5） 
令和  年  月  日  

 

広 島 市 長  様 

 

 

（団体の事務所所在地又は代表者宅住所） 

〒   
   

（団体名） 

 

  （代表者［役職、氏名］） 

 

  （団体又は代表者の連絡先） 

 

 

公園施設設置許可申請に係る副申書作成依頼書（継続） 

 

下記の公園において、公園活用による地域コミュニティ活性化支援事業に基づく自動

販売機の設置を継続したいので、公園施設設置許可申請に係る副申書の作成をお願いし

ます。 

 

記 

１ 自動販売機の設置を継続する公園の名称、住所 

 

   

 

２ 添付書類 

⑴ 自動販売機設置計画書（様式２－６））   

⑵ 団体の総会（役員会）の議決証明書 

団体として自動販売機を継続して設置し、かつ、その収益の全てを団体の活動費に充

当することがわかるもの。 

⑶ にぎわいづくり活動実施報告書（様式２－２） 

⑷ 自動販売機の設置に係る誓約書（様式２－７） 

⑸ 団体規約  

⑹ 構成団体名簿 

※ 町内会・自治会、連合町内会、地区社会福祉協議会以外の団体の場合 

   



（様式 2-6） 

 

自動販売機収支計画書   
 

区分 項 目 予算額 決算額 差引額 
備 考 

（収支内訳） 

収
入 

         

     

収入計    ①   

支
出 

         

     

支出計    ②   

 

収支差額（町内会一般会計への繰出額） 

収入①（      円）－ 支出②（      円）＝ 繰出予定額   円 

 

※ 上記の内容のわかるもの（団体の総会資料など）の添付に代えることも可 

 ※ 自動販売機設置に伴い、毎年度収支報告が必要です。 



（様式 2-7） 

令和  年  月  日  

広 島 市 長  様 

 

自動販売機の設置に係る誓約書 

 
別添の計画書のとおり、         公園にて自動販売機の設置を継続す

るに当たり、下記の事項を遵守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 当団体は、自動販売機の設置継続に当たり、次の事項を行います。 

⑴ 発生したゴミの処分及び現状復旧は、当団体の責任において行います。また、公

園等の美観を維持するため、清掃美化活動に積極的に取り組みます。 

⑵ 相談・苦情について確実に対応できる次の担当者を配置し、真摯に対応します。 

担当者氏名     連絡先    

⑶ 法令等を遵守するとともに、信義に従い誠実に行動します。 

⑷ 設置許可期間中に、街区公園の指定管理者又は街区公園清掃等報奨金制度活用団

体でなくなること、その他自動販売機の設置に係る要件を満たさなくなるときは、

すみやかに撤去し、原状復旧します。 

⑸ 次年度の自動販売機の設置要件であるにぎわいイベントの実施実績が要件を満た

さないなどのため、次年度の許可を申請しないこととなった場合は、許可期間終了

までに、撤去し、原状復旧します。 

⑹ 自動販売機の設置に起因する、事故や損害等の全ての責任を負います。 

 

２ 当団体は、次のいずれかに該当する者はいません。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２項に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同項第６号に規定する暴

力団員（以下「暴力団員」という。） 

⑵ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定

による公表が現に行われている者 

⑶ 暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者 

 

３ 本活動は住民主体のにぎわいづくり活動の活性化と地域コミュニティ活動財源の

確保による地域コミュニティの活性化を目的としたものです。 

  本活動により得られた収益（繰出し額）については、全額を本団体の活動費に充

て、地域コミュニティの活性化の目的に使用します。 

（団体名）               

 

（代表者［役職、氏名］）         

※ 氏名は団体の代表者が自署してください。 

 



 

 

 

 

議 決 証 明 書 

 

 

令和  年  月  日開催の          において、地域コミュニティ活動財源の確

保による地域コミュニティの活性化のため、          の活動として、    

      の敷地内に継続して自動販売機を設置し、本活動により得られた収益（繰出し

額）の全額を本団体の活動費に充て、地域コミュニティの活性化の目的に使用することにつ

いて、可決承認されました。 

また、本制度の趣旨と設立の経緯及び注意事項について、総会で確認しました。 

 

 

令和  年  月  日 

 

              団体の所在地                 

 

団体名                     

     

代表者（役職、氏名）                    

※ 氏名は団体の代表者が自署してください。 



【申請団体の皆様へ】 
 

本制度の趣旨と設立の経緯及び注意事項 
（必ずお読みください） 

近年、人口減少や高齢化の進展等に伴い、地域コミュニティの希薄化や街のにぎわい
の低下が課題となっており、本市においても、持続可能な地域社会の実現には地域コミ
ュニティの活性化が急務であると考えています。 
本制度は、地域コミュニティ活性化のため、街区公園等の使用条件の緩和を行うもの

です。市内各地に偏在なく設置されてきた街区公園等は、地域コミュニティの身近な公
共施設として、日々利用され、時には地域のお祭り等の催物を行う場所として活用され
てきました。 
街区公園等は「人々のレクリエーションの空間、良好な都市景観の改善、都市の防災

性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流空間の確保」（国土交通

省）を目的に設けられた都市公園（公共財産）であり、その活用は公共性・公益性を持
ったものである必要があります。そのため、特定の企業・個人が一時的にでも占有した
り、営利活動を行って利益を得ることは、原則許可してきませんでした。 
しかしながら、この度、地域住民の財産であり地域コミュニティの最も身近な拠点で

ある街区公園等において、自分たちの大切な拠点として公園清掃活動を定期的に行い、
イベント等を一定以上開催することで地域の賑わいを創出する町内会等に対し、地域活
動に係る財源確保を目的に、自動販売機を設置する場合、これに係る規制を緩和するこ
ととしました。 
本制度では、原則、自動販売機の販売利益のうち、町内会等が得る全ての収益を、町

内会等の活動費に充てることで対象とし、町内会等に代わって自動販売機を設置・運営
する特定の企業等（ベンダー）が、行う商行為を特別に認めています。 
これは、これまでの公園活用の考え方を抜本的に変更し、企業や個人などが商行為に

より利益を得ることによる公共性・公益性の低減よりも、その利益の一部を町内会等に

還元し、町内会等がそれを原資として地域コミュニティの活性化を図ることにより得ら
れる公共性・公益性を優先したためです。 

 
しかし、特定の企業や個人の利益のために町内会等が不正に利用されてはいけません。

不審な企業の商売に加担することとなっていないか、収益のスキームは妥当なものとな
っているか、特定の者が不正に利益を独占していないかなど、公平な収益獲得や獲得方
法の公共性・公益性の確保等について、皆さんが納得できるような公共財産の使い方と
なるよう、町内会等の総会や役員会でしっかりと計画を話し合い、地域の総意として議
決を行ってください。この過程が地域コミュニティの活性化へも繋がりますので十分検
討を行うようお願いいたします。 
また、公共財産を使用して、特定の企業や個人が利益を得ることによる、様々なトラ

ブルが想定されます。地域コミュニティ活性化のため、本制度の趣旨や本質を十分に理

解した上で活用し、住民主体のにぎわいづくりと地域コミュニティ活動財源の確保を進
めていただけるようにお願いいたします。 
なお、本制度を活用した活動について近隣住民等から疑義が生じた場合は、主催者で

ある町内会等が、活動計画の公共性・公益性を丁寧に説明し、理解を得てください。 
最後に、計画と異なる活動を行ったり、公共性・公益性を失った活動を行うなど、公

園を公共財産として適切に使用していないことが判明した場合は、ただちに許可を取り
消し、悪質な場合は今後一切許可しませんのでご承知置きください。 

 

 



（参考様式） 

令和  年  月  日  

 

広 島 市 長  様 

 

 

（団体の事務所所在地又は代表者宅住所） 

〒   

 

  （団体名） 

 

  （代表者［役職、氏名］） 

 

  （団体又は代表者の連絡先） 

 

    

公園施設設置許可申請に係る副申書の変更申請書 

 

令和  年  月  日に当団体より申請し、副申書（広島市指令      第      号）

の交付を受けた          における自動販売機の設置について、次の理由に

より一部変更したいので申請します。 

 

 

記 

理由 

   

 

添付書類 

⑴ 自動販売機設置計画書（変更後） 

 



（参考様式） 

令和  年  月  日  

 

広 島 市 長  様 

 

 

（団体の事務所所在地又は代表者宅住所） 

〒   

 

  （団体名） 

 

  （代表者［役職、氏名］） 

 

  （団体又は代表者の連絡先） 

 

    

公園施設設置許可申請に係る副申書の取下げ申請書 

 

令和  年  月  日に当団体より申請し、副申書（広島市指令      第          号）

の交付を受けた          における自動販売機の設置について、次の理由に

より撤去したいので申請します。 

 

記 

理由 

  

 

 

 

 

 


